
　本研究科に開設された授業科目は、「教職に関する科目」として課程認定を受けている。
　小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭及び幼稚園教諭の一種免許状を有する者は、本研究科にお
いて、「教科又は教職に関する科目」として24単位を修得することにより、それぞれに相応する次の
専修免許状（免許教科の種類）を取得することができる。
　特別支援学校教諭の一種免許状を有する者は、本研究科において、「特別支援教育に関する科目」
として24単位を修得することにより、特別支援学校教諭専修免許状を取得することができる。
①　小学校教諭専修免許状
② 　中学校教諭専修免許状（国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、
英語）
③ 　高等学校教諭専修免許状（国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、保健体育、
保健、工業、家庭、英語）
④　幼稚園教諭専修免許状
⑤　特別支援学校教諭専修免許状（知的障害者、肢体不自由者、病弱者）

別表第一（第五条、第五条の二関係）

第一欄 第二欄 第三欄

 所要資格

免許状の種類

基礎資格

大学において修得することを必要と
する最低単位数　　　　　　　　　

教科及び教職に
関する科目

特別支援教育に
関する科目

幼稚園
教諭

専修免許状 修士の学位を有すること。 七五

一種免許状 学士の学位を有すること。 五一

二種免許状 短期大学士の学位を有すること。 三一

小学校
教諭

専修免許状 修士の学位を有すること。 八三

一種免許状 学士の学位を有すること。 五九

二種免許状 短期大学士の学位を有すること。 三七

中学校
教諭

専修免許状 修士の学位を有すること。 八三

一種免許状 学士の学位を有すること。 五九

二種免許状 短期大学士の学位を有すること。 三五

高等学
校教諭

専修免許状 修士の学位を有すること。 八三

一種免許状 学士の学位を有すること。 五九

特別支
援学校
教諭

専修免許状 修士の学位を有すること及び小学
校、中学校、高等学校又は幼稚園の
教諭の普通免許状を有すること。

五〇

一種免許状 学士の学位を有すること及び小学
校、中学校、高等学校又は幼稚園の
教諭の普通免許状を有すること。

二六

二種免許状 小学校、中学校、高等学校又は幼稚
園の教諭の普通免許状を有するこ
と。

一六

備考

一　この表における単位の修得方法については、文部科学省令で定める（別表第二から別表第八までの

場合においても同様とする。）。

一の二　文部科学大臣は、前号の文部科学省令を定めるに当たつては、単位の修得方法が教育職員とし

て必要な知識及び技能を体系的かつ効果的に修得させるものとなるよう配慮するとともに、あらか

じめ、第十六条の三第四項の政令で定める審議会等の意見を聴かなければならない（別表第二から別

表第八までの場合においても同様とする。）。

Ⅳ　教育職員免許状（専修免許状）
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